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この『増補版』は、政治資金規正法第 19 条の 27 第１項に規定する政治資金適正化委員

会が行う政治資金監査に関する研修のために作成し、登録政治資金監査人に交付した『政

治資金監査に関する研修テキスト（平成 22 年９月改定版）』の内容を補完するために作成

したものです。                                                                   
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政治資金監査報告書の記載例の追加について 
 

 

○ 収支報告書に支出が計上されていない政治団体の場合 

 
  収支報告書に支出が計上されていない政治団体については、支出が計

上されていないことを明確にしておくため、政治資金規正法上、当該団

体の支出に係る書類として、会計帳簿を備え、収支報告書を提出するこ

ととされている。 

 

このため、当該政治団体に対する政治資金監査としては、収支報告書

に支出が計上されていないことの確認を行うこととなり、その場合の政

治資金監査報告書の記載例は、別紙のとおりである。 
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（別紙） 

平成２３年８月１１日開催 平成２３年度第３回委員会資料 

 

 

（４）収支報告書に支出が計上されていない場合 

 

 

政治資金監査報告書 

 

平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印

登 録 番 号 第 ×××× 号 

研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 

 

１ 監査の概要 

（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る法第１２条第１項に規定する

収支報告書（※１）のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報

告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及

び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。 

（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ

アル」という。）に基づき行った。 

（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査

マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。 

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２）

において行った。 

 

２ 監査の結果 

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。 

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿が保存されてい

た。 

なお、政治資金監査の対象期間においては、○○○○（国会議員関係政治団体名）

に係る支出はなく、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び

振込明細書は存在しなかった。 

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。 

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定
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する収支報告書（※１）は、会計帳簿に基づいて、支出が計上されていない状況が表

示されていた。 

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等は、存在しなかった。 

 

３ 業務制限 

○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規

定に違反する事実はない。 

また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人

その他の従業者との間においても、同様である。 

以  上 

 

 

（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に 

規定する収支報告書」とすること。 

 

（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした

上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を主たる事務

所で行わないことができる例外については、記載例（１）（※２）の（注）を参照

のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

政治資金監査報告書チェックリスト 
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平成２３年８月１１日開催 平成２３年度第３回委員会資料 

 

政治資金監査報告書チェックリスト 
 

政治資金監査報告書を作成するに当たっては、本チェックリストを活用し、政治

資金監査報告書に遺漏なきよう努めること。 

 

番号 項     目 確認 
該当 

なし 

 基本的な確認 

１ 

【日付】 

登録政治資金監査人が自らの責任において政治資金監査が

終了したと判断した日付が記載されているか。 

□  

２ 
【国会議員関係政治団体の名称】 

国会議員関係政治団体の正式名称が記載されているか。 
□ 

 

 

３ 
【代表者の氏名】 

国会議員関係政治団体の代表者の氏名が記載されているか。 
□ 

 

 

４ 

【登録政治資金監査人の署名】 

登録政治資金監査人の署名は、自署され、かつ自己の印が押

されているか。 

□  

５ 
【登録番号】 

 登録番号が記載されているか。 
□ 

 

 

６ 
【研修修了年月日】 

 研修修了年月日が記載されているか。 
□  

１ 監査の概要 

７ 

【（１）定期分の根拠条文】 

定期分の収支報告書について政治資金監査を行った場合は、

「平成×年に係る法第１２条第１項に規定する収支報告書」と

記載されているか。 

□ □ 

８ 

【（１）解散分の根拠条文】 

政治団体が解散等したときに提出する収支報告書について

政治資金監査を行った場合は、「平成×年に係る法第１７条第

１項に規定する収支報告書」と記載されているか。 

□ □ 

９ 

【（１）政治資金監査対象書類】 

政治資金監査対象書類は、「当該収支報告書並びに当該収支報

告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難か

った支出の明細書等及び振込明細書」と記載されているか。 

□  

10 

【（３）登録政治資金監査人の責任】 

登録政治資金監査人の責任において政治資金監査の結果を報

告する書類は、「収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計

帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細

書等及び振込明細書」と記載されているか。 

□  
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号 項     目 確認 
該当 

なし 

11 

【（４）政治資金監査の実施場所】 

政治資金監査を主たる事務所以外で行った場合は、その理由

を明らかにしたうえで、実施場所を特定しているか。 

□ □ 

 

 

①政治資金監査の対象となった事項についてすべて 

確認できた場合（記載例（１）） 

２ 監査の結果 

12 

【（１）保存対象書類】 

会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出

の明細書等又は振込明細書のうち、保存を確認した書類のみが

記載されているか。 

□  

13 

【（３）収支報告書の支出状況】 

 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出

の明細書等又は振込明細書のうち、収支報告書の支出状況を表

示する書類のみが記載されているか。 

□  

14 

【（４）領収書等を徴し難かった支出の明細書等】 

領収書等を徴し難かった支出の明細書等が存在する場合は、記

載例に従って記載されているか。また、会計責任者において、

領収書等を徴し難かった支出の明細書等を作成する必要がな

かった場合は、「法第１９条の１３第２項第４号に規定する事

項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、存在

しなかった。」と記載されているか。 

□  

３ 業務制限 

15 
【業務制限】 

記載例に従って業務制限について記載されているか。 □  

 

 

②会計帳簿に記載不備がある場合（記載例（２）） 

２ 監査の結果 

12 

【（１）保存対象書類】 

会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出

の明細書等又は振込明細書のうち、保存を確認した書類のみが

記載されているか。 

□  

13 

【（２）会計帳簿に記載不備が見られた場合の記載】 

支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額

及び年月日等のうち、会計帳簿に記載不備があった事項が明記

されているか。 

□  

14 

【（３）収支報告書の支出状況】 

 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出

の明細書等又は振込明細書のうち、収支報告書の支出状況を表

示する書類のみが記載されているか。 

□  
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番号 項     目 確認 
該当 

なし 

15 

【（４）領収書等を徴し難かった支出の明細書等】 

領収書等を徴し難かった支出の明細書等が存在する場合は、記

載例に従って記載されているか。また、会計責任者において、領

収書等を徴し難かった支出の明細書等を作成する必要がなかっ

た場合は、「法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項につ

いて、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、存在しなかっ

た。」と記載されているか。 

□  

３ 業務制限 

16 
【業務制限】 

記載例に従って業務制限について記載されているか。 □  

 

 

③会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合（記載例（３）） 

２ 監査の結果 

12 

【（１）保存対象書類】 

会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の

明細書等又は振込明細書のうち、保存を確認した書類のみが記載

されているか。 

□  

13 

【（３）収支報告書の支出状況】 

 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の

明細書等又は振込明細書のうち、収支報告書の支出状況を表示す

る書類のみが記載されているか。 

□  

14 

【（４）領収書等を徴し難かった支出の明細書等】 

領収書等を徴し難かった支出の明細書等が存在する場合は、記

載例に従って記載されているか。また、会計責任者において、領

収書等を徴し難かった支出の明細書等を作成する必要がなかっ

た場合は、「法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項につ

いて、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、存在しなかっ

た。」と記載されているか。 

□  

15 

【領収書等亡失等一覧表が作成されている場合の記載】 

領収書等又は振込明細書が徴収漏れ又は亡失により存在せず、

また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されていな

い支出（人件費以外の経費の支出に限る。）が存在する場合は、

記載例（３）に従って、（別記）が記載されているか。 

□ □ 

16 

【支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費の記載】 

領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書に

より支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿

等の人件費を確認できる書類が存在しない場合は、記載例（３）

に従って、（別記）が記載されているか。 

□ □ 
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番号 項     目 確認 
該当 

なし 

17 

【高額領収書等のあて名等に不備がある場合の記載】 

収支報告書と併せて写しが提出される 1 件当たりの金額が 1

万円を超える支出（人件費以外の経費の支出に限る。）に係る領

収書等について、あて名等が当該国会議員関係政治団体に対し

て発行されたものと認められないものがある場合は、記載例

（３）に従って、（別記）が記載されているか。 

□ □ 

３ 業務制限 

18 
【業務制限】 

記載例に従って業務制限について記載されているか。 
□  

 

 

④収支報告書に支出が計上されていない場合 

 （記載例（４）） 

２ 監査の結果 

12 

【（１）保存対象書類】 

保存を確認した書類として、会計帳簿のみが記載されている

か。 

□  

13 

【（３）収支報告書の支出状況】 

 収支報告書に、支出が計上されていない状況を表示する書類

として会計帳簿のみが記載されているか。 

□  

14 

【（４）領収書等を徴し難かった支出の明細書等】 

領収書等を徴し難かった支出の明細書等は存在しなかった旨

が記載されているか。 

□  

３ 業務制限 

15 
【業務制限】 

記載例に従って業務制限について記載されているか。 
□  
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（１）政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合 

 

 

政治資金監査報告書 

 

平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印

登 録 番 号 第 ×××× 号  

研 修 修 了 年 月 日 平 成×年×月×日 

 

 

１ 監査の概要 

（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る法第１２条第１項に規定する

収支報告書（※１）のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報

告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及

び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。 

（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ

アル」という。）に基づき行った。 

（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査

マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。 

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２）

において行った。 

 

２ 監査の結果 

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。 

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。 

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定

する収支報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 

 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑦、⑧ 

⑩ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑪ 

政治資金監査報告書チェックリスト・政治資金監査報告書記載例対照表 
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３ 業務制限 

○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規

定に違反する事実はない。 

また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人

その他の従業者との間においても、同様である。 

以  上 

 

 

（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に

規定する収支報告書」とすること。 

 

（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした

上で政治資金監査の実施場所を特定すること。 

 

（注）政治資金監査を主たる事務所で行わないことができる例外としては、会計帳簿や

領収書等の紛失等の事故を防止するための十分な措置が講じられ、かつ、会計責

任者等に対するヒアリング等を通じて、経常経費を含む事務所の運営実態につい

て確認することができることを条件として以下の場合が考えられること。 

 

① 作業スペースの不足等やむを得ない事情により、円滑な政治資金監査の実施が困

難であると登録政治資金監査人が判断した場合 

② 同一の国会議員に係る複数の国会議員関係政治団体の政治資金監査を実施する場

合において、政治資金監査の効率的な実施のため、特定の事務所等に収支報告書

及び会計帳簿等の関係書類を集めた上で、政治資金監査を行うことが適当である

と登録政治資金監査人が判断した場合 

 

  

⑧ ⑪ 

⑮ 
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（２）会計帳簿に記載不備がある場合 

 

 

政治資金監査報告書 

 

平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印

登 録 番 号 第 ×××× 号  

研 修 修 了 年 月 日 平 成×年×月×日 

 

 

１ 監査の概要 

（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る法第１２条第１項に規定する

収支報告書（※１）のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報

告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及

び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。 

（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ

アル」という。）に基づき行った。 

（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査

マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。 

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２）

において行った。 

 

２ 監査の結果 

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。 

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、○○（※

３）の記載不備が一部に見られたものの、当該国会議員関係政治団体に係るその年に

おける支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該

会計帳簿を備えていた。 

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定

する収支報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 

 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑦、⑧ 

⑩ 

⑫ 
⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑪ 
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３ 業務制限 

○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規

定に違反する事実はない。 

また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人

その他の従業者との間においても、同様である。 

以  上 

 

 

（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に

規定する収支報告書」とすること。 

 

（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした

上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を主たる事務

所で行わないことができる例外としては、記載例（１）（※２）の（注）を参照   

のこと。 

 

（※３）支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等の会計

帳簿の記載事項の種類を記載すること。 
 

 

 

 

  

⑧ ⑪ 

⑯ 

⑬ 
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（３）会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合 

 

 

政治資金監査報告書 

 

平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印

登 録 番 号 第 ×××× 号  

研 修 修 了 年 月 日 平 成×年×月×日 

 

 

１ 監査の概要 

（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る法第１２条第１項に規定する

収支報告書（※１）のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報

告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及

び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。 

（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ

アル」という。）に基づき行った。 

（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査

マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。 

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２）

において行った。 

 

２ 監査の結果 

私が実施した政治資金監査の結果は、（別記）を除き、以下のとおりである。 

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。 

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定

する収支報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 

 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑦、⑧ 

⑩ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑪ 
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（別記）（※３） 

 

（１）別添の「領収書等亡失等一覧表」 

（２）支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費（×件、計××××円） 

（３）○○○○（国会議員関係政治団体名）に対して発行されたとは認められない名称が

領収書等のあて名に記載されていると判断されるもの 

（××月××日・××費・××××円） 

・ 領収書等のあて名に記載されていた名称 

○○○○○○ 

 

３ 業務制限 

○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規

定に違反する事実はない。 

また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人

その他の従業者との間においても、同様である。 

以  上 

 

 

（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に

規定する収支報告書」とすること。 

 

（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした

上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を主たる事務

所で行わないことができる例外については、記載例（１）（※２）の（注）を参照

のこと。 

（※３）（２）及び（３）については、該当するものがある場合に記載すること。記載例に

加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合には、政治資金適正化

委員会に照会すること。 

 

 

  

⑧ ⑪ 

⑮ 
⑯ 

⑰ 

⑱ 
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（別添） 

 

領収書等亡失等一覧表 

支出の目的 
金  額 年月日 備     考 

項  目 摘  要 

何  々     

 １ 何々 5,000 ○. 1. 1  

 ２ 何々 50,000 〃. 3. 1 Ａ山一郎・東京都○○区○○町○○番地 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

※ 本表は、国会議員関係政治団体において作成され、登録政治資金監査人に対して提

出されたものである。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

（備考） 

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

２ 会計帳簿に記載された支出のうち、領収書等又は振込明細書が存在せず、また、領

収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されない支出（人件費以外の経費の支出

に限る。）を記載すること。 

３ 収支報告書に支出の明細を記載すべき支出（国会議員関係政治団体である間に行っ

た支出にあっては人件費以外の経費で１件１万円を超える支出）にあっては、当該支

出を受けた者の氏名及び住所を「備考」欄に記載すること。 

４ 会計責任者等が特に必要と判断する場合には、領収書等を徴収漏れ又は亡失した事

情を「備考」欄に記載することができる。ただし、当該事情については、政治資金監

査の対象とならないことに留意すること。 
 

 

  

⑮ 
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（４）収支報告書に支出が計上されていない場合 

 

 

政治資金監査報告書 

 

平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印

登 録 番 号 第 ×××× 号  

研 修 修 了 年 月 日 平 成×年×月×日 

 

 

１ 監査の概要 

（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る法第１２条第１項に規定する

収支報告書（※１）のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報

告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及

び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。 

（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ

アル」という。）に基づき行った。 

（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査

マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。 

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２）

において行った。 

 

２ 監査の結果 

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。 

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿が保存されてい

た。 

   なお、政治資金監査の対象期間においては、○○○○（国会議員関係政治団体名）

に係る支出はなく、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び

振込明細書は存在しなかった。 

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。 

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定

する収支報告書（※１）は、会計帳簿に基づいて、支出が計上されていない状況が表

示されていた。 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑦、⑧ 

⑩ 

⑫ 

⑬ 

⑪ 
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（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等は、存在しなかった。 

 

３ 業務制限 

○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規

定に違反する事実はない。 

また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人

その他の従業者との間においても、同様である。 

以  上 

 

 

（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に

規定する収支報告書」とすること。 

 

（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした

上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を主たる事務

所で行わないことができる例外については、記載例（１）（※２）の（注）を参照

のこと。 
 

 

  

⑧ ⑪ 

⑭ 

⑮ 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

収支報告書の提出後に生じた事情とその対応 
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会計責任者が政治資金監査報告書とともに収支報告書を総務省又は都道府県

選挙管理委員会に提出した後に、政治資金監査報告書を訂正すべき事情が生ずる

場合や収支報告書の訂正が行われる場合等の対応については、以下のとおりであ

ることから、留意すること。 
 

  

政治資金監査において、登録政治資金監査人に対し 

会計責任者等が示した書類又は説明した内容の変更 

なし 
（例：政治資金監査報告書の 

   誤字・脱字等） 

あり 

政治資金監査報告書の「訂正願」 

 及び 

訂正後の「政治資金監査報告書」 

 

を提出 

収支報告書の訂正 

あり 

訂正後の支出状況全体の状況について 

報告する「訂正後の支出状況に係る政治 

資金監査報告書」 

 

 で確認した結果を報告 

訂正後の支出全体の状況について報告する 

「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」 

又は 

訂正内容の状況について報告する 

「訂正に係る政治資金監査報告書」 

 

 で確認した結果を報告 

収支報告書提出後に生じた事情 

政治資金監査人の対応 

（注）領収書等亡失等一覧表は、政治資金監査報告書の一部をなす書面であり、「政治資金監査に

おいて、登録政治資金監査人に対し会計責任者等が示した書類」に該当しない。 

なし 

[①政治資金監査報告書の記載誤り] [②領収書等の再発行等] 

[③収支報告書の訂正] 
※Ｐ２６参照 ※Ｐ２８参照 

※Ｐ２９参照 

収支報告書の提出後に生じた事情とその対応（フロー図） 
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①政治資金監査報告書の記載誤り 
 

 政治資金監査の対象となった事実に変更はないが、政治資金監査報告書の

記載誤り等により、登録政治資金監査人が政治資金監査報告書の訂正を行お

うとする場合、会計責任者において政治資金監査報告書の見え消し・追記等

による訂正を行うことは適当ではない。 

 

 この場合、登録政治資金監査人が訂正理由及び訂正箇所を明らかにした訂

正願に訂正後の政治資金監査報告書を添えて、国会議員関係政治団体に提出

し、当該訂正願の提出を受けた会計責任者が総務省又は都道府県選挙管理委

員会に訂正後の政治資金監査報告書を提出することが適当である。 
 

 

 

 

 

 

（参考） 
 

平成２２年１２月８日開催 平成２２年度第５回委員会資料 
 

 

政治資金監査報告書の訂正について 

 

 会計責任者が政治資金監査報告書を提出した後、政治資金監査時点の政治資金

監査の対象となった事実に変更はないが、政治資金監査報告書の記載誤り等によ

り、登録政治資金監査人が政治資金監査報告書の訂正を行おうとする場合の取扱

いについて登録政治資金監査人等から問い合わせが寄せられている。 

 

 この場合、会計責任者が政治資金監査報告書の見え消し・追記等により訂正を

行うことは適当ではなく、登録政治資金監査人は訂正理由及び訂正箇所を明らか

にした訂正願を訂正後の政治資金監査報告書を添えて、国会議員関係政治団体に

提出し、当該訂正願の提出を受けた国会議員関係政治団体の会計責任者が、総務

省又は都道府県選挙管理委員会の所定の手続きによって訂正を申し出、訂正後の

政治資金監査報告書を提出する取扱いとすることが適当であると考える。 

訂正願の例は別添のとおりであるので、参考にされたい。 
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（別紙） 

訂正願 
 

 

平成×年×月×日 

 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印  

  

 

平成○年分の収支報告書に係る平成○年○月○日付けの政治資金監査報告

書について、下記理由により訂正の必要が生じたことから、別添のとおり訂

正したいのでよろしくお願いします。 

 

記 

 

訂正理由 
 

訂正箇所 別添政治資金監査報告書の下線部分のとおり。 
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②領収書等の再発行等 
 

会計責任者が政治資金監査報告書とともに収支報告書を総務省又は都道府

県選挙管理委員会に提出した後、領収書等亡失等一覧表に記載されていた支

出に係る領収書等が再発行された場合等、収支報告書自体には変更がないも

のの、支出の内容を証する書面に変更が生じる場合、政治資金監査の時点の

政治資金監査の対象となった事実に変更はないため、政治資金監査報告書の

訂正を行うことはできない。 

 

しかしながら、通常の政治資金監査に準じて登録政治資金監査人の確認を

受け、確認を受けたことを証する書面を提出することは差し支えない。 

この場合、当該確認の結果については、その確認した日付で、政治資金監

査マニュアルの記載例に準じて、表題を「訂正後の支出状況に係る政治資金

監査報告書」とした書面を作成し、国会議員関係政治団体に報告することが

適当である。 

また、この「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」は、既に提出

された政治資金監査報告書とともに収支報告書と併せて閲覧又は写しの交付

の対象となる。 

 

（参考） 

平成２３年１月２８日開催 平成２２年度第６回委員会資料 

 

Ⅶ-10 政治資金監査報告書の内容変更 

Ｑ 領収書等亡失等一覧表に記載していた支出に係る領収書が再発行された

等、収支報告書を提出した後の事情変更によって当該収支報告書自体には変

更はないものの支出の内容を証する書面に変更が生じる場合、政治資金監査

報告書の内容を変更するにはどうしたらよいか。 

Ａ お尋ねの場合は、政治資金監査時点の政治資金監査の対象となった事実に

変更はないので、政治資金監査報告書を訂正することはできませんが、政治

資金監査を受けた収支報告書の訂正の場合に準じて、登録政治資金監査人の

確認を受け、確認を受けたことを証する書面を提出することは差し支えあり

ません。なお、当該確認は、事情変更後の支出全体の状況について、登録政

治資金監査人が通常の政治資金監査に準じた方法により行い、その結果につ

いては、その確認した日付で、政治資金監査マニュアルの記載例に準じて、

表題を「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」とした書面を作成し、

国会議員関係政治団体に報告することが適当です。 

また、この「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」は、既に提出

された政治資金監査報告書とともに収支報告書と併せて閲覧又は写しの交付

の対象となります。 
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③収支報告書の訂正 
 

会計責任者が政治資金監査報告書とともに収支報告書を総務省又は都道府

県選挙管理委員会に提出した後、収支報告書の支出の内容に係る訂正がある

場合、国会議員関係政治団体が当該訂正内容について、登録政治資金監査人

の確認を自主的に受けることが適当である。 

 

この確認は、収支報告書の訂正の時点又はその後において、当該訂正後の

支出全体の状況又は当該訂正内容について、通常の政治資金監査と同様の方

法により実施することが適当である。 

 

その結果については、 

 

・訂正後の支出全体の状況について確認した場合、政治資金監査マニュアル

の記載例に準じて、表題を「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」

とした書面 

・訂正内容について確認した場合、「訂正に係る政治資金監査報告書」 

 

のいずれかを作成して国会議員関係政治団体に報告することが適当である。 

 

 なお、政治資金監査報告書と政治資金監査の対象となった収支報告書の対

応関係を明らかにするため、登録政治資金監査人は、政治資金監査報告書の

一部を構成するものとして政治資金監査で確認した収支報告書の写し（支出

に限る。）を添付することとして差し支えない。 
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（参考） 

平成２２年１２月８日開催 平成２２年度第５回委員会資料 
 

政治資金監査を受けた収支報告書の訂正について 
 
１．収支報告書提出後の訂正における問題の所在 
 
政治資金監査制度の導入に伴い、国会議員関係政治団体は、収支報告書の提

出にあたっては、すべての支出について登録政治資金監査人による政治資金監
査を受け、政治資金監査報告書を併せて提出することとされたところである。 
一方、収支報告書提出後における政治団体の申出による訂正については、政

治資金規正法上、特段の定めはなく、総務省及び各都道府県選挙管理委員会の
判断で運用上認める取扱いとされているが、政治資金監査制度が導入された趣
旨に照らすと、国会議員関係政治団体に係る収支報告書の訂正については、以
下のような点が指摘されている。 
 
（１）登録政治資金監査人による確認を受けていない支出の存在 

収支報告の適正の確保のため、登録政治資金監査人による政治資金監査が
導入されたが、提出後の収支報告書について、政治団体の申出のみで収支報
告書の支出に係る訂正が行われる場合は、登録政治資金監査人による確認を
受けていない支出が収支報告書に記載されることとなり、また、そのことが
国民の目に明らかにされないこととなる。 

（２）政治資金監査報告書と政治資金監査の対象となった収支報告書の対応関
係の明確性 

政治資金監査報告書と政治資金監査の対象となった収支報告書とは、政治
資金監査報告書の日付における記載内容において一対一の対応関係に立つ
ものである。しかし、政治資金監査報告書の日付以降に収支報告書の支出に
係る訂正が行われる場合は、政治資金監査報告書と収支報告書の対応関係に
齟齬を生じさせることとなる。 

 
２．収支報告書提出後の訂正における登録政治資金監査人による確認について 
 

収支報告書提出後の訂正における政治資金監査の取扱いについては、政治資
金規正法上規定されていないが、支出の内容に係る訂正がある場合には、国会
議員関係政治団体が、収支報告書の訂正内容について登録政治資金監査人の確
認を自主的に受けることが、収支報告の適正の確保と透明性の向上を図る観点
から適当であると考える。 
しかしながら、現状では、国会議員関係政治団体が登録政治資金監査人の確

認を自主的に受けたことを証する書面を提出しようとしても、その場合の方法
や取扱いが明らかでないことから、従来どおりの手続きにより収支報告書の訂
正が行われている状況にある。 
今後、１（１）の問題意識を踏まえ、支出内容に係る訂正がある場合に、国

会議員関係政治団体から、収支報告書の訂正の時点又はその後において、当該
訂正後の支出全体の状況又は当該訂正内容について、登録政治資金監査人によ
る確認を受け、確認を受けたことを証する書面が提出された場合には、訂正の
申出先である総務省又は都道府県選挙管理委員会においては、既に提出された
政治資金監査報告書と同様に、収支報告書と併せて閲覧・写しの交付の対象と
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することが適当である。 
登録政治資金監査人においては、この確認は、政治資金監査と同様の方法に

より実施することとし、その結果については、訂正後の支出全体の状況につい
て確認した場合は、政治資金監査マニュアルの記載例に準じて、表題を「訂正
後の支出状況に係る政治資金監査報告書」とした書面を作成し、訂正内容につ
いて確認した場合は、別紙の記載例に従って、「訂正に係る政治資金監査報告書」
を作成し、国会議員関係政治団体に対して、報告することとすることが適当で
ある。 
なお、上記の確認を行う場合、訂正後の関係書類の記載状況の確認結果が、

通常の記載例に当てはまらない場合には、「訂正後の支出状況に係る政治資金監
査報告書」又は「訂正に係る政治資金監査報告書」の記載方法について、政治
資金適正化委員会に確認すること。 
 
 また、１（２）の問題意識を踏まえると、政治資金監査報告書と政治資金監
査の対象となった収支報告書の対応関係を明らかにするため、登録政治資金監
査人は、政治資金監査報告書の一部を構成するものとして政治資金監査で確認
した収支報告書の写し（支出に限る。）を添付することとして差し支えないも
のと考える。 
 
上記の取扱いについて総務省自治行政局選挙部においては、各都道府県選挙

管理委員会にも周知を図られたい。 
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（別紙） 

訂正に係る政治資金監査報告書 
 

平成×年×月×日 

   （※１） 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印
登 録 番 号 第 ×××× 号    

研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る政治資金規正法第

１２条第１項に規定する報告書（※２）に係る下記（※３）の訂正内容及び

当該訂正に伴う合計の増減額については、会計帳簿、明細書、領収書等、領

収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況

が表示されていることを確認しました。 

 

記 

 

訂正箇所 訂正前 訂正後 

   

※１ 訂正に係る政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人が自ら
の責任において訂正内容の確認が終了したと判断したときの日付を記載
すること。 

※２ 政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「政治資金
規正法第１７条第１項に規定する報告書」とすること。 

※３ 「記」の表に代えて、別紙として訂正箇所を明らかにした収支報告書
の写しを添付することも可能であり、この場合は「下記」ではなく「別
紙」とすること。 

  

訂正に係る政治資金監査報告書記載例 

（１）支出に係る訂正箇所があった場合に、当該訂正に係る支出についてすべて

確認できる場合 
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（別紙） 

訂正に係る政治資金監査報告書 
 

平成×年×月×日 

   （※１） 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印
登 録 番 号 第 ×××× 号    

研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る政治資金規正法第

１２条第１項に規定する報告書（※２）に係る下記（※３）の訂正内容及び

当該訂正に伴う合計の増減額については、当該訂正に係る支出について、会

計帳簿には、○○（※４）の記載不備が一部に見られたものの、会計帳簿、

明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書

に基づいて支出の状況が表示されていることを確認しました。 

記 

 

訂正箇所 訂正前 訂正後 

   

※１ 訂正に係る政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人が自ら
の責任において訂正内容の確認が終了したと判断したときの日付を記載
すること。 

※２ 政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「政治資金
規正法第１７条第１項に規定する報告書」とすること。 

※３ 「記」の表に代えて、別紙として訂正箇所を明らかにした収支報告書
の写しを添付することも可能であり、この場合は「下記」ではなく「別
紙」とすること。 

※４ 支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月
日等の会計帳簿の記載事項の種類を記載すること。 

 
 

訂正に係る政治資金監査報告書記載例 

（２）支出に係る訂正箇所があった場合に、当該訂正に係る支出について、会計

帳簿に記載不備がある場合 
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（別紙） 

訂正に係る政治資金監査報告書 
 

平成×年×月×日 

   （※１） 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印
登 録 番 号 第 ×××× 号    

研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る政治資金規正法第

１２条第１項に規定する報告書（※２）に係る下記（※３）の訂正内容及び

当該訂正に伴う合計の増減額については、（別記）を除き、会計帳簿、明細書、

領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づい

て支出の状況が表示されていることを確認しました。 

 

記 

 

訂正箇所 訂正前 訂正後 

   

 
（別記）（※４） 
 
（１）別添の「領収書等亡失等一覧表」（※５） 
（２）支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費（×件、計××××

円） 
（３）○○○○（国会議員関係政治団体）に対して発行されたとは認められ

ない名称が領収書等のあて名に記載されていると判断されるもの 
  （××月××日・××費・××××円） 
  ・ 領収書等のあて名に記載されていた名称 
    ○○○○○○ 
 
 

訂正に係る政治資金監査報告書記載例 

（３）支出に係る訂正箇所があった場合に、当該訂正に係る支出について、 

領収書等の徴収漏れ又は亡失等がある場合 
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※１ 訂正に係る政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人が自ら
の責任において訂正内容の確認が終了したと判断したときの日付を記載
すること。 

※２ 政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「政治資金
規正法第１７条第１項に規定する報告書」とすること。 

※３ 「記」の表に代えて、別紙として訂正箇所を明らかにした収支報告書
の写しを添付することも可能であり、この場合は「下記」ではなく「別
紙」とすること。 

※４ （２）及び（３）については、該当するものがある場合に記載するこ
と。記載例に加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合
には、政治資金適正化委員会に照会すること。 

※５ 訂正に係る支出について、領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の
状況が確認できなかったものがある場合、これらの支出の一覧表（「領収
書等亡失等一覧表」）の提出を会計責任者に求め、訂正に係る政治資金監
査報告書に添付すること。 

 
 
 
 

 

 

 


